
古
代
中
国
帝
王
の
巡
幸
と
禁
苑

馬

彪

は
じ
め
に

　

日
本
語
に
「
政
」
の
「
ま
つ
り
ご
と
」
と
い
う
訓
は
、
祭
り
が
社
会
統
制
の
た

め

の
行
事
で
あ
っ
た
日
本
古
代
の
祭
政
一
致
を
現
し
て
い
る
。
実
は
、
中
国
の
古

代
も
同
じ
だ
っ
た
。

　
し
か
し
、
「
政
」
（
ま
つ
り
ご
と
）
を
都
で
行
う
こ
と
は
ど
こ
の
国
や
民
族
も
当
然

な
こ
と
で
あ
る
が
、
古
代
中
国
の
帝
王
た
ち
は
な
ぜ
巡
狩
や
巡
幸
と
い
う
形
で
も

行
っ
た
の
か
、
彼
ら
は
巡
狩
や
巡
幸
先
の
ど
こ
で
政
治
活
動
を
行
っ
た
の
と
い
う

問
題
を
通
し
て
、
本
稿
で
は
巡
幸
と
禁
苑
の
変
遷
か
ら
古
代
中
国
帝
王
の
政
（
ま

つ
り
ご
と
）
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

帝
王
の
政
と
段
周
秦
時
代
の
巡
幸

　
古
代

に
お
け
る
帝
王
の
主
な
政
事
は
二
つ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
祀

り
と
戦
争
で
あ
る
。
『
左
伝
』
成
公
十
三
年
に
「
国
の
大
事
は
祀
と
戎
と
に
在
り
。

祀

に
執
旙
有
り
、
戎
に
受
賑
有
り
。
神
の
大
節
な
り
。
（
國
之
大
事
在
祀
與
戎
。
祀

有
執
旙
、
戎
有
受
賑
。
神
之
大
節
也
。
）
」
と
あ
る
。
楊
伯
俊
の
注
に
「
旙
、
祭
祀

祖
廟
之
肉
、
祭
畢
、
分
與
有
關
人
員
。
執
膳
與
受
賑
均
為
與
鬼
神
交
際
之
大
節
」

と
解
釈
し
た
。
「
賑
」
と
は
『
説
文
解
字
』
に
「
社
肉
な
り
。
」
と
あ
り
、
『
国
語
」

晋
語
に
「
賑
を
社
に
受
く
」
と
あ
る
。
白
川
静
『
字
通
』
で
は
「
軍
行
の
と
き
は

そ
の
社
肉
を
奉
じ
て
出
行
し
た
。
」
と
解
釈
し
た
。
ゆ
え
に
、
古
代
国
と
し
て
の

最
も
大
事
な
祀
り
と
戦
争
と
も
祭
祀
に
あ
た
っ
て
、
前
者
は
祖
廟
で
の
祭
り
で
あ

り
、
後
者
は
社
稜
で
の
祭
り
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
鬼
神
と
交
わ
る
大
節
で
あ
る
。

　

1
、
段
王
・
周
天
子
・
秦
皇
帝
権
威
の
成
立

　
古
文
字
専
門
家
の
研
究
に
よ
っ
て
甲
骨
文
の
†
△
と
は
「
王
」
と
い
う
意
味
で

あ
り
、
王
位
を
象
徴
す
る
神
聖
な
儀
器
と
し
て
の
銭
頭
の
形
で
あ
る
。
文
様
を
多

く
施
し
た
、
非
実
用
的
な
青
銅
の
銭
（
マ
サ
カ
リ
）
が
多
数
出
土
し
た
。
儀
器
が

王
権
の
象
徴
と
し
て
玉
座
の
前
に
お
か
れ
る
ー
。

　
周
王
朝
の
王
は
「
天
子
」
と
呼
ぶ
。
天
は
人
の
頭
、
顛
頂
（
甲
骨
文
字
に
メ
人
や

ス
∧
と
書
く
）
の
意
味
で
あ
る
。
「
天
子
」
（
天
帝
の
子
の
意
）
は
天
命
を
受
け
て

人
民
を
定
め
る
者
。

　
秦
王
（
皇
）
朝
に
な
っ
て
か
ら
王
様
は
「
皇
帝
」
と
自
称
し
て
、
中
国
の
フ
ァ
ー

ス

ト
エ
ン
ペ
ラ
ー
が
誕
生
し
た
。
そ
れ
は
有
名
な
秦
の
始
皇
帝
で
あ
る
。
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「
皇
帝
」
と
い
う
名
前
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
も
と
は
皇
と
は
王
位
の
象
徴
た
る

玉

飾
の
銭
で
あ
り
、
王
・
天
子
・
神
・
神
霊
の
意
味
で
あ
る
。
帝
と
は
神
を
祀
る

と
き
の
祭
卓
の
形
で
あ
り
、
あ
ま
つ
か
み
の
意
味
で
あ
る
。

　
金
文
の
〔
宗
周
鐘
〕
が
「
皇
上
烈
百
年
、
余
（
ワ
レ
）
小
子
を
保
つ
」
の
よ
う

に
い
う
の
は
、
す
で
に
皇
天
を
人
格
化
し
神
格
化
す
る
観
念
が
あ
っ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

　
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
に
記
し
た
こ
と
が
あ
る
。
秦
王
が
全
国
を
統
一
し
て
、
秦

国
の
大
臣
た
ち
は
王
様
の
「
名
号
」
を
議
論
し
た
と
き
、
「
昔
者
五
帝
地
方
千
里
、

其
外
侯
服
夷
服
諸
侯
或
朝
或
否
、
天
子
不
能
制
。
今
陛
下
興
義
兵
、
謙
残
賊
、
平

定
天

下
、
海
内
爲
郡
縣
、
法
令
由
一
統
、
自
上
古
以
來
未
嘗
有
、
五
帝
所
不
及
。

臣
等
謹
與
博
士
議
日
‥
『
古
有
天
皇
、
有
地
皇
、
有
泰
皇
、
泰
皇
最
貴
。
」
臣
等
昧

死
上
尊
號
、
王
爲
『
泰
皇
』
。
」
と
提
案
し
た
。
秦
王
は
「
去
『
泰
』
、
著
『
皇
』
、

采
上
古
『
帝
』
位
號
、
號
日
『
皇
帝
』
。
他
如
議
。
」
（
中
略
）
朕
爲
始
皇
帝
。
後
世

以
計
敷
、
二
世
三
世
至
干
萬
世
、
傳
之
無
窮
。
」
」
と
自
ら
「
皇
帝
」
と
い
う
名
号

を
決
め
た
。

　
段
王
朝
の
王
た
ち
が
巡
狩
を
行
う
史
料
は
甲
骨
文
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

　
壬
午
、
王
田
干
変
麓
、

声
」ト。

Φ
Φ口
切
］
）

獲
商
兜
、
王
賜
宰
豊
寝
小
既
。
（
『
侠
』
㎝
」
○
。
『
補
編
』

　
某
年
某
月
の
壬
午
の
日
、
商
王
が
出
か
け
麦
麓
で
田
狩
し
、

は
宰
の
豊
と
寝
に
小
既
を
賜
う
。

商
兜
を
獲
る
。
王
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兜

と
は
大
型
野
牛
で
あ
る
。
『
説
文
解
字
』
に
「
野
牛
の
如
く
に
し
て
青
色
、
其

の
皮
は
堅
厚
、
鎧
を
制
る
べ
し
。
」
と
あ
る
。
珍
し
い
獣
を
穫
っ
た
の
で
、
巡
狩
の

大
成
功
と
し
て
臣
下
を
慰
労
し
た
。

周
天
子
に
関
す
る
極
め
て
似
た
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。

　
甲
辰
、
天
子
猟
干
滲
澤
、
干
是
得
白
狐
・
玄
絡
焉
。
以
祭
干
河
宗
。
（
『
穆
天

　
子
伝
』
巻
一

　
某
年
某
月
壬
午
の
日
、
周
天
子
が
滲
沢
で
田
猟
し
そ
こ
で
白
狐
・
玄
絡
を
得
。

　
以
て

河
宗
で
祭
っ
た
。

秦
王
朝
の
皇
帝
に
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。

　
三

十
七
年
十
月
癸
丑
、
始
皇
出
游
。
（
中
略
）
乃
令
入
海
者
齎
捕
巨
魚
具
、
而
自

以
連
弩
候
大
魚
出
射
之
。
自
娘
邪
北
至
榮
成
山
、
弗
見
。
至
之
　
、
見
巨
魚
、
射

殺
一
魚
。
遂
並
海
西
。
（
『
史
記
』
始
皇
本
紀
）

　
三
十
七
年
十
月
癸
丑
の
日
、
始
皇
が
出
游
し
た
。
（
中
略
）
海
上
に
行
く
者
に
巨

魚
を
捕
え
る
道
具
を
持
た
せ
、
巨
魚
が
出
た
ら
、
始
皇
自
ら
連
発
の
弩
で
射
よ
う

と
、
瑛
邪
か
ら
北
に
栄
成
山
ま
で
行
っ
た
が
、
つ
い
に
現
れ
な
か
っ
た
。
之
　
に

行
く
と
巨
魚
が
出
た
の
で
、
一
魚
を
射
殺
し
た
。

つ
ま
り
、
上
古
に
お
け
る
歴
代
の
帝
王
は
「
帝
」
「
王
」
「
天
子
」
「
皇
帝
」
と
の



称
号
は

そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
巡
狩
や
巡
幸
を
し
な
が
ら
政
治
を
行
う

と
い
う
共
通
点
が
あ
る
の
で
、
そ
の
所
以
を
追
究
し
た
い
。

　

2
、
般
周
帝
王
の
巡
幸

　
巡
狩
と
は
、
『
孟
子
』
梁
恵
王
下
に
「
天
子
諸
侯
に
適
（
ゆ
）
く
を
巡
狩
と
日
ふ
。

巡
狩
と
は
守
る
所
を
巡
る
な
り
（
天
子
適
諸
侯
日
巡
狩
。
巡
狩
者
巡
所
守
也
）
」
と

あ
る
。
同
じ
意
味
で
巡
幸
と
も
い
う
。
『
書
』
舜
典
に
「
歳
二
月
、
東
巡
守
、
至

干
岱
宗
、
柴
。
」
と
あ
り
、
孔
伝
に
「
諸
侯
為
天
子
守
土
、
故
称
守
。
巡
、
行
之
。
」

と
解
釈
し
た
。
つ
ま
り
、
天
子
が
諸
侯
が
守
る
と
こ
ろ
に
行
き
、
視
察
す
る
こ
と

が
巡
狩
で
あ
る
。

　
古
代
に
お
い
て
、
国
の
大
事
は
祭
祀
と
軍
事
に
あ
る
の
で
、
君
主
た
ち
の
巡
幸

も
戦
闘
地
・
辺
境
地
へ
の
巡
幸
と
祭
祀
の
巡
幸
と
い
う
二
種
類
が
あ
る
。
ま
た
、

祭
祀
は
祖
先
神
祭
と
自
然
神
祭
の
二
大
系
統
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
祭
祀
巡
幸
は

自
然
神
を
祭
る
こ
と
が
多
い
。

　
ま
ず
は
、
段
王
朝
に
お
け
る
「
祀
と
戎
」
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
段
王
朝
に
お

け
る
祖
霊
祭
り
は
内
外
祭
祀
に
分
か
れ
る
。

　
段
の

王
室
内
部
の
祭
り
で
は
、
史
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
祖
霊
に
祝
告
す
る
祭
り

を
つ
か
さ
と
る
。
そ
れ
が
内
祭
で
あ
る
。

　
ま
つ
り
は
と
き
に
外
部
の
諸
神
に
対
し
て
行
わ
れ
る
外
祭
も
あ
り
、
そ
の
と
き

に
は
、
祭
り
の
使
者
を
派
遣
し
た
。
外
祭
の
対
象
と
す
る
の
は
他
氏
族
と
各
地
の

王
族
で
あ
る
。
使
者
の
替
り
に
君
主
が
自
ら
地
方
に
行
っ
て
祭
っ
た
の
は
、
段
王

朝
君
主
た
ち
の
巡
幸
で
あ
る
。
そ
の
例
の
一
つ
は
征
服
さ
れ
た
異
族
霊
の
「
威
霊

（神
霊
の
威
）
」
を
支
配
す
る
こ
と
で
あ
る
。
段
時
代
の
戦
争
は
、
国
を
滅
ぼ
し
て

も
、
そ
の
人
民
を
殺
さ
な
か
っ
た
。
征
服
者
の
君
主
は
戦
場
で
あ
っ
た
巡
幸
先
で
、

祭
祀
に
よ
っ
て
そ
の
奉
ず
る
神
を
支
配
し
、
そ
の
威
霊
を
支
配
に
し
た
。
（
白
川
静

『神
聖
王
朝
の
構
造
』
、
『
白
川
静
著
作
集
1
』
を
参
照
。
）

　
周
天
子
の
巡
幸
に
見
え
る
祭
祀
も
祖
先
と
自
然
神
の
祭
り
が
あ
る
。
『
左
伝
』
定

公
四

年
に
「
（
前
略
）
相
土
の
東
都
を
取
り
て
、
以
て
王
の
東
蒐
に
會
せ
し
む
る

な
り
。
」
と
あ
り
、
杜
預
の
注
に
は
「
湯
沐
の
邑
と
為
し
て
、
王
の
東
の
巡
守
に
、

以
て
泰
山
を
祭
る
を
助
く
。
」
と
。

　
『
史
記
』
封
禅
書
に
は
「
天
子
は
天
下
の
名
山
大
川
を
祭
る
。
」
と
言
っ
て
い
る

よ
う
に
、
こ
の
周
天
子
の
泰
山
の
祭
り
は
自
然
神
祭
祀
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
周
天

子
の
巡
幸
に
は
諸
侯
と
共
同
で
自
然
神
祭
祀
を
行
う
と
い
う
役
割
が
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
祖
先
神
の
祭
祀
に
つ
い
て
、
例
え
ば
周
の
昭
王
期
の
啓
由
に
は
こ
の
周

昭
王
の
巡
幸
の
際
に
「
啓
」
と
い
う
人
物
が
、
段
の
王
で
あ
る
祖
丁
の
青
銅
器
を

作
り
、
そ
れ
で
祭
祀
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
周
天
子
の

巡
幸
に
参
加
し
た
氏
族
長
が
そ
こ
で
祖
先
祭
祀
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。

　
下

図
の
よ
う
に
図
化
し
て
い
う
と
、
古
代
君
主
は
自
分
が
天
上
に
存
在
す
る
祖

先
の
霊
や
自
然
万
物
の
霊
を
祭
る
役
割
す
る
も
の
、
い
わ
ゆ
る
「
敬
天
」
す
る
義

務
が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
の
で
、
祭
卓
の
形
と
な
る
「
帝
」
と
自
称
し
た
。
そ
の

同
時
に
君
主
た
ち
は
自
分
が
天
の
子
供
で
あ
る
「
天
子
」
と
し
て
、
地
上
に
い
る

民
の

君
主
で
あ
り
、
敵
と
戦
う
「
保
民
」
の
任
務
を
荷
う
者
だ
と
し
て
、
銭
の
形

と
す
る
「
王
」
と
自
称
し
た
。
そ
う
す
れ
ば
「
帝
」
や
［
王
」
と
呼
ぶ
君
主
は
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「
天
」
と
「
人
（
民
）
」
の
間
に
あ
る
特
別
な
存
在
と
し
て
、
古
代
の
天
人
関
係
を

コ

ン

ト
ロ
ー
ル
で
き
る
人
物
と
し
て
存
在
す
る
。
か
れ
ら
は
「
王
」
と
し
て
戦
場

に
立
ち
民
を
守
り
、
一
帝
」
と
し
て
諸
神
を
つ
つ
し
ん
で
そ
の
命
令
を
受
け
て
人
民

を
管
理
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
い
わ
ゆ
る
「
天
人
の
際
」
と
い
う
古
代
国
家
原
理

に
従
っ
て
、
帝
王
た
ち
の
最
も
大
事
な
仕
事
は
「
祀
と
戎
」
で
、
祖
先
や
自
然
の

神
を
祭
り
、
外
敵
や
被
征
服
者
に
威
力
を
示
す
。
し
か
も
、
■
祀
」
と
「
戎
」
を
い

ず
れ
も
都
で
行
う
の
み
な
ら
ず
、
全
土
を
ま
わ
す
「
巡
幸
」
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
巡
幸
と
は
古
代
「
祀
と
戎
」
と
い
う
国
の
大
事
を
執
行
す

る
極
め
て
重
要
な
手
段
と
も
い
え
よ
う
。

天
人
関
係
中
の
君
主
の
祭
祀
と
巡
幸

（
天
子
は

天
と
民
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
中
軸
）

威
霊
・
行
陣

（戦
場
・
辺
境
）

祭

祀
・
巡

（祖
先
・
自
然
）

一
八

　

3
、
始
皇
帝
の
祭
祀
巡
幸

　

秦
の
始
皇
帝
は
、
統
一
の
翌
年
の
紀
元
前
2
2
0
年
か
ら
死
去
の
紀
元
前
2
1

0
年
ま
で
の
1
0
年
間
に
、
5
回
も
中
国
全
土
を
巡
幸
し
、
政
治
は
巡
幸
先
か
ら
行
っ

た
。　

第
一
回
の
巡
幸
は
、
秦
国
の
西
北
辺
境
へ
の
軍
事
巡
幸
と
も
い
え
、
全
国
統
一

し
た
後
、
旬
奴
を
攻
撃
す
る
戦
略
を
決
め
た
。
し
か
し
、
祖
廟
が
あ
る
雍
城
の
回

中
宮
に
も
行
っ
た
の
で
、
祖
祭
を
行
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
全

国
を
統
一
し
た
あ
と
、
5
回
に
お
こ
な
っ
た
巡
幸
中
、
4
回
は
旧
六
国
地
域

へ
の

祭
祀
巡
幸
で
あ
っ
た
。
そ
の
目
的
は
全
国
の
山
川
の
祭
祀
を
し
、
始
皇
帝
み

ず
か
ら
が
征
服
地
に
権
威
を
示
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
顕
彰
碑
と
も
い
う
べ

き
刻
石
が
7
つ
立
て
ら
れ
た
。

　
平
均

2
年
に
1
回
、
し
か
も
毎
回
広
範
囲
の
旅
で
あ
り
、
数
多
く
の
禁
苑
で
宿

泊
し
、
頻
繁
な
祭
祀
活
動
を
し
た
。
始
皇
帝
の
政
治
活
動
は
2
／
3
は
都
で
、
1

／

3
は
巡
幸
地
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。
2
回
目
は
3
ヶ
月
、
5
回
目
は
7
ヶ
月

を
か
け
て
い
る
。
都
成
陽
を
留
守
に
し
て
、
地
方
に
出
て
権
威
を
示
し
た
方
が
政

治
的
効
果
が
あ
っ
た
。
左
右
複
数
の
丞
相
を
置
き
、
都
の
政
治
機
能
は
留
守
役
の

右
丞
相
に
任
せ
、
皇
帝
の
政
務
は
左
丞
相
を
連
れ
て
巡
幸
地
で
行
っ
た
。

　
始
皇
帝
は
巡
幸
の
際
に
、
旧
六
国
の
都
城
で
は
な
く
、
禁
苑
を
拠
点
と
し
た
。

　
第
2
・
3
回
の
巡
幸
で
は
、
瑛
邪
台
の
禁
苑
、
第
4
回
は
碍
石
の
禁
苑
に
滞
在

し
た
。
第
5
回
の
巡
幸
で
は
、
始
皇
帝
は
雲
夢
の
禁
苑
に
赴
い
た
後
、
最
後
に
沙

丘
の
禁
苑
で
急
死
し
た
。

　
死
ぬ

ま
で
巡
幸
し
た
始
皇
帝
に
と
っ
て
は
六
国
の
地
を
抑
え
る
た
め
の
馳
道
と



い
う
皇
帝
専
用
道
路
は
、
地
方
の
郡
県
の
都
会
間
を
結
ぶ
も
の
で
は
な
く
、
中
央

と
地
方
の
禁
苑
を
結
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

　
「
秦
地
」
と
い
う
中
国
の
西
部
地
方
に
都
す
る
秦
王
（
皇
）
朝
が
関
東
や
長
江
流

域
地

方
を
う
ま
く
支
配
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
地
域
に
あ
る
山
川
な
ど
の
自
然
神

を
祭
る
こ
と
が
最
も
役
に
立
つ
方
法
で
あ
っ
た
。

　
関
（
山
）
東
地
域
‥
泰
山
の
封
禅
・
峰
山
の
祭
り
・
娘
邪
・
碍
石
の
祭
祀
な
ど

を
行
っ
た
。
長
江
流
域
に
お
け
る
湘
山
の
湘
君
を
祭
っ
た
と
き
は
、
暴
風
に
遭
っ

た
の
で
怒
っ
て
、
山
の
木
を
す
べ
て
伐
採
し
た
。
祭
祀
が
失
敗
し
た
た
め
に
、
雲

夢
禁
苑
で
虞
舜
が
祭
ら
れ
て
い
る
九
疑
山
方
向
を
望
祀
し
た
。

　
巡
幸
の
終
点
を
見
る
と
、
第
1
回
～
5
回
は
執
拗
に
山
東
半
島
と
渤
海
湾
を
訪

れ

い
て

い

る
。
そ
の
理
由
は
そ
こ
が
中
国
古
来
の
「
蓬
莱
神
話
」
の
発
祥
地
だ
か

ら
で
あ
ろ
う
。

　
山
東
半
島
の
祭
祀
の
た
め
、
旧
禁
苑
を
利
用
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
新
し
い
禁

苑
も
作
っ
た
。
娘
邪
台
は
3
回
も
訪
れ
、
宮
殿
も
台
も
築
い
た
。
2
回
目
の
巡
幸

で

は
峰
山
に
登
り
、
祭
祀
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
当
地
の
儒
生
の
話
を
聞
か
ず
泰

山
に
登
り
、
刻
石
を
立
て
て
統
一
事
業
を
顕
彰
し
た
文
章
を
刻
み
、
泰
山
で
祭
祀

を
行
っ
た
。
七
つ
の
刻
石
を
立
て
る
行
為
は
征
服
地
に
威
信
を
示
す
行
動
で
あ
っ

た
。
現
在
は
、
泰
山
と
狼
邪
台
に
た
て
ら
れ
た
刻
石
の
残
片
し
か
な
い
。

　
巡
幸
の
第
2
回
目
に
、
始
皇
帝
は
博
浪
沙
で
盗
賊
に
襲
わ
れ
た
。
巡
幸
の
道
程

は
決
し
て
気
軽
く
安
全
な
も
の
で
は
な
い
の
で
、
巡
幸
先
で
禁
苑
に
し
か
泊
ま
れ

な
い
の
は
、
当
時
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
1
9
8
0
年
始
皇
帝
の
御
陵

の

車
馬
坑
で
銅
馬
車
を
発
見
さ
れ
た
。
そ
れ
は
始
皇
帝
の
専
用
車
の
モ
デ
ル
で
始

皇
帝
が
第
5
回
目
の
巡
幸
途
中
、
沙
丘
禁
苑
で
死
ん
だ
後
、
死
体
を
都
ま
で
運
ん

だ
も
の
で
あ
る
。

　
古
代
に
お
け
る
君
主
が
祭
祀
を
行
う
の
は
自
ら
の
権
威
を
示
す
た
め
の
重
要
な

手
段
で
あ
り
、
天
子
は
天
神
と
人
民
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
中
軸
で
あ
る
役
割
を
持

つ
の

で

あ
る
。
皇
帝
の
巡
幸
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
君
主
の
個
人
的
な
趣
味
で

は
な
く
、
そ
れ
は
国
家
の
政
治
行
為
と
い
う
意
味
を
持
つ
。

二
　
祭
祀
巡
幸
に
よ
る
古
代
禁
苑
の
変
遷

　
古
代
君
主

が

ど
の
よ
う
に
祭
祀
を
行
っ
た
か
に
つ
い
て
は
様
々
の
形
が
あ
る

が
、
本
稿
に
直
接
に
か
か
わ
る
巡
狩
・
巡
幸
祭
り
だ
け
述
べ
た
い
。
ま
た
巡
幸
先

で
祭
祀
を
行
う
場
所
と
な
っ
て
い
る
禁
苑
の
変
化
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
い
。

　

1
、
巡
幸
祭
り
と
そ
の
祀
る
場
所

　
ま
ず
、
巡
狩
す
る
と
き
帝
王
は
な
に
を
す
る
か
に
つ
い
て
、
上
述
し
た
『
尚
書
」

の

史
料
と
似
た
よ
う
な
史
料
は
『
史
記
』
五
帝
紀
に
も
詳
し
く
記
し
て
あ
る
。

　
「
舜
の
摂
行
す
る
天
子
の
「
政
（
ま
つ
り
ご
と
）
」
と
い
う
の
は
、
都
で
の
仕
事

と
各
地
方
の
諸
侯
が
守
る
と
こ
ろ
に
視
察
を
行
う
。
ま
た
、
仕
事
と
は
都
と
地
方

と
も
日
々
の
常
務
以
外
に
、
主
な
の
は
や
は
り
祭
祀
で
あ
る
。
例
え
ば
、
都
で
は

天
の

上
帝
を
類
祭
し
、
六
宗
を
禮
祭
し
、
山
川
を
望
祭
し
、
群
神
を
辮
祭
し
。
諸

侯
の
地
方
に
行
っ
て
も
春
の
「
東
巡
狩
」
で
は
泰
山
に
登
り
、
柴
を
焼
い
て
泰
山

を
祭
っ
た
。
東
方
の
名
山
大
川
に
位
を
贈
っ
て
望
祭
し
た
。
ま
た
、
夏
の
「
南
巡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



狩
」
や
秋
の
「
西
巡
狩
」
や
冬
の
「
北
巡
狩
」
し
た
が
、
み
な
最
初
東
方
に
巡
狩

し
た
時
の
よ
う
に
し
た
。
地
方
か
ら
都
に
帰
っ
て
祖
父
の
廟
に
行
き
、
特
別
の
牛

を
供
え
て
祭
っ
た
。
五
年
に
一
回
巡
狩
し
、
あ
と
の
四
年
は
群
后
（
諸
侯
）
が
毎

年
一
回
ず
つ
入
朝
す
る
こ
と
に
し
た
。
（
於
是
帝
尭
老
、
命
舜
撮
行
天
子
之
政
、
以

観
天
命
。
舜
乃
在
稽
磯
玉
衡
、
以
齊
七
政
。
遂
類
干
上
帝
、
煙
干
六
宗
、
望
干
山

川
、
辮
干
群
神
。
揖
五
瑞
、
揮
吉
月
日
、
見
四
嶽
諸
牧
、
班
瑞
。
歳
二
月
、
東
巡

狩
、
至
於
岱
宗
、
柴
、
望
秩
於
山
川
。
遂
見
東
方
君
長
、
合
時
月
正
日
、
同
律
度

量
衡
、
脩
五
禮
五
玉
三
吊
二
生
一
死
為
摯
、
如
五
器
、
卒
乃
復
。
五
月
、
南
巡
狩
。

八
月
、
西
巡
狩
。
十
一
月
、
北
巡
狩
、
皆
如
初
。
帰
、
至
干
祖
禰
廟
、
用
特
牛
礼
。

五
歳
一
巡
狩
、
群
后
四
朝
。
）
」
と
あ
る
。

　
で

は
祭
祀
は
ど
こ
で
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
史
記
』
五
帝
紀
の
史
料
に
よ
る
と
、
上
古
に
は
帝
王
た
ち
の
祭
祀
は
少
な
く
と

も
「
類
」
祭
・
「
漣
」
祭
・
「
望
」
祭
・
「
辮
」
祭
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
な
か
に
都
で

す
る
天
の
上
帝
へ
の
類
祭
を
除
い
て
、
み
な
五
年
に
一
度
の
巡
狩
す
る
と
き
に
お

こ
な
う
行
事
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
時
代
に
よ
っ
て
巡
狩
祭
祀
の
形
が
そ
れ
ぞ
れ

で
あ
る
。
例
え
ば
上
述
し
た
段
王
朝
の
「
外
祭
」
と
は
、
王
（
又
使
者
）
は
と
き

に
外
部
の
諸
神
を
祀
る
た
め
に
地
方
へ
行
っ
て
、
他
氏
族
と
各
地
の
王
族
と
一
緒

に
祭
祀
す
る
や
り
方
や
ま
た
、
名
山
大
川
の
自
然
神
に
位
を
贈
っ
て
望
祭
や
就
祭

を
す
る
や
り
方
も
古
典
文
献
に
は
よ
く
見
ら
れ
る
。

　
い

わ
ゆ
る
「
就
祭
」
は
君
主
が
巡
狩
や
会
盟
を
行
う
と
き
、
必
ず
自
ら
山
川
の

自
然
神
を
祭
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
『
儀
礼
』
観
礼
に

　
　
「
祭
山
丘
陵
升
、
祭
川
沈
。
」
『
ホ
雅
』
「
祭
山
日
度
具
、
祭
川
日
浮
沈
」
鄭
玄

二
〇

注

に
「
就
祭
、
即
是
謂
王
巡
狩
及
諸
侯
之
盟
祭
也
。
」
と
あ
る
。

　
「
望
祭
」
（
「
遥
祭
」
と
も
い
う
）
と
は
、
帝
王
は
遠
い
所
か
ら
す
る
祭
り
で
あ

る
。
『
広
雅
』
に
「
望
、
祭
也
。
」
と
あ
り
、
高
誘
の
注
に
「
望
、
祭
日
月
星
辰
山

川
也
。
」
と
、
張
守
節
『
正
義
』
に
「
望
者
、
遙
望
而
祭
山
川
也
。
（
中
略
）
『
周

禮
』
春
官
に
「
國
有
大
故
、
則
旅
（
祭
）
上
帝
及
四
望
。
」
と
い
う
。
鄭
玄
の
注
に

「
四

望
‥
五
岳
、
四
鎮
、
四
漬
。
」
と
あ
り
、
買
公
彦
に
⊃
言
四
望
者
、
不
可
一
往

就
祭
而
為
壇
遥
望
之
、
故
日
四
望
。
」
と
注
釈
し
た
。
例
え
ば
、
秦
の
始
皇
帝
は
、

国
全
土
を
巡
幸
し
た
と
き
、
数
多
く
の
「
台
」
と
い
う
祭
壇
を
造
っ
て
、
日
月
星

辰
山
川
を
祀
る
望
祭
や
就
祭
を
巡
幸
先
で
行
っ
た
。

　
し
か
し
、
帝
王
た
ち
が
こ
の
よ
う
な
祭
祀
を
一
体
巡
幸
先
の
ど
こ
で
行
っ
た
か

と
い
う
問
題
は
従
来
史
料
不
足
で
あ
り
、
ず
っ
と
謎
の
ま
ま
だ
っ
た
が
、
幸
い
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
と

1
9
8
9
年
出
土
し
た
龍
山
岡
秦
簡
に
「
皇
帝
に
従
い
て
行
き
、
禁
苑
の
中
に
舎
る

者

は
、
皆
…
（
從
皇
帝
而
行
、
及
舎
禁
苑
中
者
、
皆
口
口
口
口
口
口
」
と
い
う

律

（令
）
文
が
発
見
さ
れ
て
、
始
皇
帝
が
巡
幸
先
の
禁
苑
に
泊
っ
た
こ
と
は
明
確

に
な
っ
た
。
次
に
、
古
代
に
お
け
る
禁
苑
の
こ
と
、
ま
た
禁
苑
と
巡
幸
と
の
関
連

に
か
ん
す
る
こ
と
を
検
討
し
よ
う
。

　

2
、
先
秦
時
代
の
離
宮
と
禁
苑

　
禁
苑
と
は
帝
王
の
苑
固
で
あ
る
。
『
史
記
』
平
準
書
に
「
是
時
禁
苑
有
白
鹿
」
と

あ
り
、
こ
こ
に
い
う
■
禁
苑
」
と
は
実
は
上
林
苑
を
指
す
。
『
漢
書
』
循
吏
伝
に

「
水
衡
典
上
林
禁
苑
、
共
張
宮
館
」
と
あ
る
。
こ
の
「
上
林
禁
苑
」
は
「
上
圃
禁

苑
」
と
も
い
う
。
班
固
『
西
都
賦
』
に
「
西
郊
則
有
上
囹
禁
苑
、
林
麓
薮
澤
、
阪



池
連
乎
蜀
・
漢
、
糠
以
周
艦
、
四
百
除
里
、
離
宮
別
館
、
三
十
六
所
、
神
池
露
沼
、

往
往
而
在
。
」
（
『
後
漢
書
』
班
固
列
伝
）
と
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
上
固
禁
苑
」
と
は

「
上
林
禁
苑
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
禁
苑
と
は
上
林
苑
の
よ
う
な
苑
囹
で
あ
る
。
睡

虎
地
秦
簡
や
龍
口
岡
秦
簡
に
禁
苑
に
か
か
わ
る
律
令
が
多
く
あ
り
、
そ
れ
ら
の
律
令

に
よ
っ
て
、
秦
国
と
統
一
秦
帝
国
に
ど
の
く
ら
い
禁
苑
が
存
在
し
、
ど
れ
ほ
ど
禁

苑
を
重
視
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
龍
口
岡
秦
簡
が
発
見
さ
れ
る
前
に
、
帝
王
た
ち
が
巡
幸
先
の
離
宮
で
泊
ま
っ
た
こ

と
は
わ
か
っ
た
が
、
離
宮
と
い
う
の
は
正
宮
の
他
に
帝
王
が
巡
行
す
る
途
中
、
居

住
す
る
宮
室
で
あ
る
。
『
史
記
』
劉
敬
叔
孫
通
列
伝
に
「
孝
恵
帝
曾
春
出
游
離
宮
。
」

と
あ
り
、
顔
師
古
注
に
「
凡
言
離
宮
者
、
皆
謂
於
別
庭
置
之
、
非
常
所
居
也
。
」
と

あ
る
。
龍
山
岡
秦
簡
の
新
史
料
に
よ
る
と
分
か
っ
た
の
は
、
帝
王
た
ち
が
巡
幸
で
泊

ま
っ
た
離
宮
は
ま
た
禁
苑
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
班
固
『
西
都
賦
」
に
書
く
よ

う
に
禁
苑
の
周
囲
に
「
培
」
で
囲
っ
て
、
そ
の
な
か
に
は
「
離
宮
別
館
」
が
あ
る

の

で
、
厳
密
に
い
う
と
や
は
り
離
宮
と
は
禁
苑
の
中
に
位
置
す
る
宮
殿
を
指
し
て

い

る
の
で
、
離
宮
と
禁
苑
と
は
は
っ
き
り
区
別
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
睡
虎
地
秦
簡
や
龍
山
岡
秦
簡
に
み
え
る
禁
苑
律
令
に
よ
る
と
、
近
畿
地
方
の
上
林

苑
の
み
な
ら
ず
、
秦
国
ま
た
は
秦
王
（
皇
）
朝
の
各
地
方
に
も
数
多
く
の
禁
苑
が

存
在
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
の
禁
苑
の
由
来
を
簡
単
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
先
秦
時
代
の
苑
固
と
い
う
と
、
最
も
有
名
な
の
は
段
王
た
ち
の
苑
圃
で
あ
る
。

例
え
ば
、
段
村
王
の
苑
は
、
古
本
『
竹
書
紀
年
』
に
「
南
距
朝
歌
、
北
距
耶
鄭
及

沙
丘
、
皆
爲
離
宮
別
館
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
沙
丘
」
と
い
う
の
は
龍

山岡
秦
簡
に
■
沙
丘
苑
」
と
記
し
て
あ
り
、
段
王
朝
時
代
か
ら
秦
王
（
皇
）
朝
ま
で

に
存
続
し
て
い
た
禁
苑
で
あ
る
。
そ
の
禁
苑
に
は
「
離
宮
別
館
」
が
多
く
あ
る
こ

と
は
わ
か
て
い
る
。
実
は
禁
苑
の
宮
殿
だ
け
で
は
な
く
、
「
台
」
と
い
う
建
物
も
あ

る
。
例
え
ば
、
上
述
し
た
『
史
記
』
段
本
紀
に
「
益
廣
沙
丘
苑
台
、
以
酒
爲
池
、

懸
肉
爲
林
、
使
男
女
保
逐
其
間
、
爲
長
夜
之
飲
。
」
と
あ
る
。

　
「
鹿
台
」
「
沙
丘
苑
台
」
と
も
に
台
が
あ
る
が
、
な
ぜ
禁
苑
に
台
が
多
い
の
で
あ

ろ
う
か
。
台
の
本
字
は
墓
で
、
高
の
省
形
＋
至
。
至
は
矢
を
放
っ
て
占
地
し
、
そ

こ
に
建
物
を
営
む
意
で
、
神
明
の
居
る
神
聖
な
所
で
、
憂
も
そ
の
よ
う
な
建
物
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
明
を
通
じ
、
天
文
を
観
る
と
こ
ろ
（
「
観
」
と
も
い
う
）
。

春
秋
の
楚
の
荘
霊
王
の
「
章
華
墓
」
も
神
明
の
寄
る
と
こ
ろ
と
さ
れ
た
。
燕
国
に

は
「
禅
台
」
が
あ
り
、
「
燕
檜
築
禅
毫
、
譲
於
子
之
。
後
昭
王
複
登
禅
毫
、
譲
於

樂
毅
、
毅
以
死
自
誓
、
不
敢
受
」
（
董
説
『
七
国
考
」
）
と
あ
る
。
魏
国
に
は
「
露

墨
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
「
観
毫
」
「
時
毫
」
と
も
い
う
。

　

こ
れ
ら
の
台
の
役
割
と
は
、
祭
祀
の
場
所
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
要
す
る

に
、
帝
王
た
ち
が
「
日
月
星
辰
山
川
」
を
祀
る
際
、
殆
ど
台
で
行
う
。
そ
し
て
、

そ
の
祭
祀
台
は
よ
く
「
露
毫
」
と
よ
ば
れ
た
。

　
周
文
王
の
と
き
、
【
露
墓
」
の
み
な
ら
ず
、
「
露
沼
」
「
霊
圃
」
も
造
っ
た
。
三
者

と
も
今
西
安
の
西
に
遺
跡
が
あ
る
。
苑
と
圃
は
同
じ
意
味
で
、
『
呂
氏
春
秋
』
重
己

の
注

に
「
禽
獣
を
畜
え
所
で
、
大
曰
く
苑
、
小
曰
く
圃
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
台

で
祭
祀
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
圃
や
沼
な
ど
で
祭
祀
関
連
施
設
を
設
け
て
、
神
明

を
通
じ
る
神
秘
的
、
優
雅
の
場
所
を
造
り
、
祭
祀
用
の
珍
禽
異
獣
を
用
意
し
た
の

で
あ
る
。

　
春
秋
に
い
た
っ
て
諸
侯
国
王
も
皆
離
宮
禁
苑
を
作
っ
た
。
古
典
文
献
に
は
晋
国
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の

銅
軽
宮
・
楚
の
章
華
吉
室
・
晋
侯
の
臆
祁
宮
・
魯
の
郎
圃
・
斉
侯
の
高
台
深
池
・

呉
の
台
樹
阪
池
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
楚
の
章
華
毫
・
燕
下
都
の
釣
台
等
が
そ
の
遺

跡
で
あ
る
。

　
戦
国
時
代
に
諸
侯
国
王
の
離
宮
禁
苑
は
さ
ら
に
盛
ん
に
な
っ
た
。
『
七
国
考
』
に

は

七

国
の
離
宮
禁
苑
に
名
前
が
文
献
に
残
さ
れ
た
の
は
5
0
ヶ
所
が
あ
る
（
半
分

以
上
は
「
台
」
と
称
す
。
）

　

3
、
本
当
の
皇
室
禁
苑
で
あ
る
秦
王
（
皇
）
朝
の
禁
苑

　
夏
・
段
・
周
三
代
に
お
け
る
禁
苑
に
つ
い
て
は
、
文
献
史
料
に
は
詳
し
く
書
い

て

い

な
い
が
、
秦
の
始
皇
帝
が
巡
幸
し
た
と
き
の
祭
祀
場
所
に
つ
い
て
の
史
料
は

多
少
あ
る
。

　
上
述

し
た
よ
う
に
、
祭
祀
は
巡
狩
や
巡
幸
の
主
な
目
的
で
あ
る
。
始
皇
帝
が
五

回
に
わ
た
っ
て
各
地
方
へ
の
巡
幸
に
関
す
る
史
料
に
よ
り
、
そ
の
目
的
が
鮮
明
で

あ
る
。
そ
の
史
料
を
ジ
ャ
ン
ル
別
に
す
れ
ば
、
や
は
り
祖
先
神
祭
祀
と
自
然
神
祭

祀
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
秦
の
祖
先
神
を
祭
っ
た
場
所
は
、
戦
国
秦
が
歴
代
の
都
だ
ろ
う
と
考
え
ら

れ

る
。
秦
国
は
周
の
平
王
が
秦
に
侯
国
を
封
じ
（
秦
嚢
公
8
年
（
B
C
7
7
0
）
）

て

か

ら
、
秦
国
は
「
東
進
」
の
方
針
に
よ
っ
て
都
を
ま
す
ま
す
東
へ
移
し
た
。
最

初

に
「
済
清
之
会
」
で
都
を
造
り
、
憲
公
2
年
（
B
C
7
1
4
）
に
平
陽
（
陳
西

省
實
鶏
市
の
東
）
へ
遷
都
し
、
徳
公
元
年
（
B
C
6
7
7
）
に
雍
（
陳
西
省
鳳
翔

県
の
南
）
へ
遷
都
し
、
献
公
2
年
（
B
C
3
8
3
）
櫟
陽
へ
遷
都
し
、
孝
公
1
2
年

（
B
C
3
5
0
）
成
陽
へ
遷
都
し
た
。
遷
都
の
結
果
、
新
し
い
都
だ
け
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
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旧
都
に
も
祖
先
廟
が
残
っ
た
。
故
に
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
に
「
先
王
廟
或
在
西

雍
、
或
在
成
陽
。
」
と
記
し
た
。
秦
始
皇
二
十
七
年
（
B
C
2
2
0
）
始
皇
帝
が
第

一
回
の
巡
幸
し
た
と
き
「
巡
瀧
西
・
北
地
、
出
鶏
（
笄
）
頭
山
、
過
回
中
。
」
（
『
史

記
』
秦
始
皇
本
紀
）
と
し
、
そ
の
路
線
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
は
っ

き
り
に
な
っ
た
（
例
え
ば
高
景
明
「
綜
繍
之
路
長
安
－
朧
州
道
」
『
文
博
』
1
9

8
8
年
第
6
期
）
。
注
目
す
べ
き
は
そ
の
路
線
は
秦
一
族
の
旧
都
を
す
べ
て
通
っ
て

い

る
。
始
皇
帝
は
全
国
を
制
覇
し
て
か
ら
い
ち
早
く
先
祖
の
廟
で
報
告
し
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
8
0
年
代
の
発
掘
に
よ
っ
て
も
秦
の
旧
都
の
雍
城
に
は

大
量
の
宗
廟
遺
跡
が
発
見
さ
れ
た
（
陳
西
省
雍
城
考
古
隊
「
鳳
翔
馬
家
荘
一
号
建

築
遺
趾
発
掘
簡
報
」
『
文
物
』
1
9
8
5
年
第
二
期
）
。
し
か
も
そ
こ
か
ら
宗
廟
を

ま
た
別
の
場
所
へ
移
動
さ
せ
た
と
い
う
説
も
提
出
さ
れ
て
い
る
（
韓
偉
「
馬
家
荘

秦
宗
廟
建
築
遺
趾
制
度
研
究
」
『
文
物
』
1
9
8
5
年
第
二
期
）
。

　
祖
先
神
へ
の
祭
祀
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
始
皇
帝
は
六
国
旧
地
の
自
然
神
へ
の
祭

祀
を
行
っ
た
。
『
史
記
』
秦
始
皇
帝
本
紀
に
「
二
十
八
年
、
始
皇
は
東
の
か
た
郡
県

を
め
ぐ
り
、
郡
の
峰
山
に
上
り
、
石
を
立
て
、
魯
の
諸
儒
生
と
、
石
を
立
て
秦
の

徳

を
頒
し
、
封
禅
や
山
川
を
望
祭
す
る
こ
と
を
議
し
た
。
そ
こ
で
泰
山
に
上
り
、

石

を
立
て
土
を
高
く
盛
っ
て
お
り
お
祭
を
し
、
山
を
下
っ
た
と
こ
ろ
、
に
わ
か
に

風
雨

が
あ
り
、
松
樹
の
下
に
休
ん
だ
。
よ
っ
て
そ
の
樹
を
封
じ
て
五
大
夫
と
し
た
。

つ
い
で
梁
父
山
の
土
地
を
平
ら
か
に
し
て
地
を
祭
り
、
石
を
立
て
文
字
を
刻
し
た
。

（二
十
八
年
、
始
皇
東
行
郡
縣
、
上
郡
峰
山
。
立
石
、
與
魯
諸
儒
生
議
、
刻
石
煩
秦

徳
、
議
封
禅
望
祭
山
川
之
事
。
乃
遂
上
泰
山
、
立
石
、
封
、
祠
祀
。
下
、
風
雨
暴

至
、
休
於
樹
下
、
因
封
其
樹
爲
五
大
夫
。
禅
梁
父
。
刻
所
立
石
。
）
」
と
あ
る
。



’

上
林
苑
な
ど
の
近
畿
地
方
禁
苑
群

　

こ
の
旅
は
始
皇
帝
に
と
っ
て
始
め
て
の
東
方
六
国
旧
地
へ
の
巡
幸
で
あ
り
、
彼

が
魯
の
諸
儒
生
と
相
談
し
た
「
封
禅
や
山
川
を
望
祭
す
る
こ
と
」
は
ま
さ
に
こ
れ

か

ら
死
ぬ
ま
で
巡
幸
す
る
方
針
決
め
と
も
い
え
る
。

　
秦
王
（
皇
）
朝
の
祭
祀
の
多
さ
は
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
禁
苑
の
多
さ
の
理
由

と
な
る
。

　
『
三
輔
黄
図
』
序
に
威
陽
の
郊
外
だ
け
で
も
「
離
宮
三
百
」
と
あ
る
（
上
図
）
。

『史
記
』
に
「
關
中
計
宮
三
百
、
關
外
四
百
除
」
と
。
前
漢
代
に
は
関
外
に
あ
る
離

宮
は
殆
ど
諸
侯
国
王
の
所
有
地
に
な
っ
て
、
後
漢
に
は
さ
ら
に
廃
棄
さ
れ
て
、
地

方
豪
族
の
も
の
に
な
っ
た
。

　

関
中
に
あ
る
離
宮
禁
苑
で
有
名
な
の
は
、
上
林
苑
（
苑
垣
は
約
1
5
0
k
m
の

中
国
史
上
最
大
規
模
の
禁
苑
）
・
麗
山
宮
・
甘
泉
宮
・
建
章
宮
な
ど
で
あ
る
。

　
平
均

2
年
に
1
回
、
毎
回
広
範
囲
の
旅
を
し
、
数
多
い
禁
苑
で
の
宿
泊
、
頻
繁

な
祭
祀
活
動
を
し
た
。
そ
の
時
、
秦
の
始
皇
帝
の
オ
フ
ィ
ス
は
、
威
陽
の
宮
殿
群

の
み

な
ら
ず
、
そ
の
巡
幸
先
に
あ
る
戦
国
時
代
の
各
国
が
残
し
た
離
宮
と
禁
苑
に

あ
っ
た
。

　
つ
ま
り
、
古
代
の
帝
王
が
権
威
を
示
す
た
め
に
神
様
を
祭
る
（
内
祭
・
外
祭
・

就
祭
・
望
祭
）
の
は
重
要
な
手
段
で
あ
る
。
龍
］
岡
秦
簡
の
新
史
料
に
よ
る
と
、
禁

苑
は
こ
れ
ま
で
考
え
て
き
た
宮
城
中
に
あ
る
園
よ
り
、
範
囲
が
広
く
各
地
方
に
も

多
く
あ
り
、
必
ず
し
も
君
主
の
娯
楽
地
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
同
じ
秦
簡

に

よ
る
と
こ
れ
ま
で
文
献
に
み
る
離
宮
は
、
実
は
禁
苑
の
な
か
に
あ
っ
た
。
そ
れ

ら
の
禁
苑
は
秦
王
（
皇
）
朝
時
代
に
お
け
る
地
方
に
散
在
し
て
い
る
祭
祀
の
場
所
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で
あ
る
。

三
　
秦
王

（皇
）
朝
禁
苑
の
分
布
・
構
造
と
機
能

　
近
年
、
中
国
で
発
見
さ
れ
た
木
（
竹
）
簡
に
よ
り
、
秦
王
（
皇
）
朝
の
禁
苑
は

決
し
て
皇
室
の
遊
園
だ
け
で
な
く
、
当
時
重
要
な
政
治
を
行
う
場
で
あ
り
、
近
畿

に
当
る
上
林
苑
の
み
な
ら
ず
、
帝
国
各
地
に
も
多
く
の
禁
苑
が
散
在
し
て
い
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
禁
苑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
実
像
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
秦
代
禁
苑
の
分
布
・
構
造
・
機
能
な
ど
を
明

か

に
し
た
い
。

　

1
、
戦
国
の
残
さ
れ
た
禁
苑
の
利
用
と
分
布

　
戦

国
時
代
各
国
の
離
宮
群
が
秦
王
（
皇
）
朝
の
時
代
に
至
っ
て
か
ら
一
律
に
禁

苑
と
呼
ば
れ
始
め
た
こ
と
は
、
1
9
8
9
年
に
出
土
し
た
龍
］
岡
秦
簡
に
み
え
る
禁

苑
に
関
す
る
秦
律
（
令
）
の
発
見
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
秦
王
（
皇
）
朝
が
全
国
を
統
一
し
て
す
ぐ
旧
国
の
残
し
た
離
宮
を
利
用
し
、
も
と

の

戦

国
時
代
の
秦
の
離
宮
と
統
合
し
て
独
特
な
秦
帝
国
の
政
治
シ
ス
テ
ム
を
造
り

出
そ
う
と
し
た
。
そ
れ
を
「
秦
帝
国
式
的
な
政
治
綱
目
」
と
名
付
け
た
い
。
即
ち

都
の

成
陽
を
政
治
中
心
の
「
綱
」
n
政
治
決
定
本
部
と
し
、
各
地
方
の
禁
苑
ネ
ッ

ト
「
目
」
1
1
政
治
執
行
支
部
と
す
る
よ
う
な
秦
王
（
皇
）
朝
に
お
け
る
独
特
の
政

治
機
関
網
が
作
ら
れ
た
。
そ
の
機
関
網
を
広
く
見
た
場
合
、
大
体
『
史
記
』
貨
殖

列
伝
や
『
漢
書
』
地
理
志
に
記
さ
れ
た
、
戦
国
時
代
か
ら
徐
々
に
成
立
し
て
い
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

た
「
秦
地
」
「
関
東
」
「
江
南
」
と
い
う
地
域
に
よ
く
あ
て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち
、

西
部
の

「秦
地
」
・
東
部
の
「
関
東
」
と
南
部
の
「
江
南
」
の
三
つ
か
ら
構
成
さ

れ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
秦
地
」
と
は
旧
秦
国
の
所
在
す
る
関
中
・
蜀
・
趙
の
西

部
及
び
西
楚
の
一
部
、
今
日
の
陳
西
の
全
部
、
四
川
の
大
部
分
、
甘
粛
・
内
モ
ン

ゴ

ル

・
山
西
・
河
南
・
湖
北
省
の
一
部
か
ら
な
る
。
ま
た
「
関
東
」
と
は
東
部
は

秦
帝
国
三
大
地
域
禁
苑
群
と
先
秦
旧
禁
苑
の
位
置
関
係
イ
メ
ー
ジ
図

：1感：蕊ザ

o漬北

o醇邸
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魏
・
韓
・
斉
・
燕
と
趙
の
一
部
、
今
日
の
河
北
・
山
東
全
部
、
河
南
・
遼
寧
の
大

部
分
と
江
蘇
の
一
部
か
ら
な
る
。
さ
ら
に
「
江
南
」
と
は
南
部
は
現
代
の
江
南
よ

り
大
分
北
の
地
方
に
及
ぶ
戦
国
楚
の
大
部
分
地
域
で
あ
る
。

　
い

わ
ゆ
る
西
部
「
秦
地
」
禁
苑
群
と
は
、
大
体
以
下
の
三
つ
の
区
域
を
含
め
る
。

1
）
近
畿
の
禁
苑
で
あ
る
上
林
苑
や
麗
山
苑
遺
跡
で
あ
る
。
そ
れ
は
秦
帝
国
時
代

に
お
け
る
典
型
的
な
禁
苑
の
モ
デ
ル
と
な
る
。
2
）
甘
粛
～
陳
西
の
清
水
流
域
に

あ
る
歴
代
秦
の
旧
都
の
禁
苑
で
あ
り
、
典
型
的
な
秦
式
禁
苑
の
源
と
な
る
も
の
で

あ
る
。
3
）
林
光
宮
（
漢
に
甘
泉
宮
と
な
る
）
か
ら
内
モ
ン
ゴ
ル
の
麻
池
古
城
ま

で
の
直
道
沿
線
の
禁
苑
で
あ
る
。

　
関
東
禁
苑
群
と
は
少
な
く
と
も
三
組
に
わ
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
山
東
半
島
に

お
け
る
禁
苑
群
で
あ
る
。
始
皇
帝
は
5
回
に
及
ぶ
巡
幸
の
う
ち
、
4
回
も
山
東
省

を
目
的
地
と
し
た
極
め
て
重
要
な
禁
苑
集
中
地
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
『
漢
書
』

郊
祀
志
に
「
於
是
始
皇
遂
東
遊
海
上
、
行
禮
祠
名
山
川
及
八
神
、
求
倦
人
羨
門
之

属
。
八
神
将
自
古
而
有
之
、
或
日
太
公
以
來
作
之
。
齊
所
以
爲
齊
、
以
天
齊
也
。

其
祀
絶
、
莫
知
起
時
。
八
神
、
一
日
天
主
、
祠
天
齊
。
天
齊
淵
水
、
居
臨
苗
南
郊

山
下
下
者
。
二
日
地
主
、
祠
泰
山
梁
父
。
蓋
天
好
陰
、
祠
之
必
於
高
山
之
下
時
、

命
日
「
時
」
、
地
貴
陽
、
祭
之
必
於
澤
中
園
丘
云
。
三
日
丘
ハ
主
、
祠
量
尤
。
貴
尤
在

東
平
陸
監
郷
、
斉
之
西
寛
也
。
四
日
陰
主
、
祠
三
山
。
五
日
陽
主
、
祠
之
　
山
。

六

日
月
主
、
祠
（
之
）
茉
山
、
皆
在
齊
北
、
並
勃
海
。
七
日
日
主
、
祠
盛
山
。
盛

山
斗
入
海
、
最
居
齊
東
北
陽
、
以
迎
日
出
云
。
八
日
四
時
主
、
祠
瑛
邪
。
狼
邪
在

齊
東
北
、
蓋
歳
之
所
始
。
」
と
あ
る
。
ゆ
え
に
、
山
東
半
島
で
の
巡
幸
と
は
ど
こ
で

も
あ
る
「
名
山
川
」
だ
け
で
は
な
く
、
古
来
斉
の
地
方
に
お
け
る
天
・
地
・
兵
・

陰
・
陽
・
日
・
月
・
四
時
と
い
う
「
八
神
」
も
祀
っ
た
。
そ
の
「
八
神
」
の
威
霊

を
新
し
い
王
（
皇
）
朝
の
た
め
に
さ
さ
げ
さ
せ
る
よ
う
に
望
ん
だ
の
だ
ろ
う
。

　
も
う
一
つ
は
燕
斉
の
沿
海
禁
苑
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
渤
海
湾
の
一
帯
に
関
す

る
文
献
史
料
や
伝
説
を
利
用
し
て
の
始
皇
帝
の
巡
幸
に
関
す
る
研
究
が
少
な
く
な

い

が
、
巡
行
途
中
で
立
ち
寄
り
政
治
を
行
っ
た
禁
苑
に
対
す
る
研
究
が
な
ぜ
進
ま

な
い
の
か
、
そ
の
理
由
の
一
つ
は
考
古
資
料
が
足
り
な
い
こ
と
に
あ
る
。
幸
い
に
、

近
年
遼
寧
省
萌
盧
島
で
秦
時
代
の
建
築
遺
跡
が
多
数
発
見
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
史
蹟

が
始
皇
帝
の
巡
幸
し
た
禁
苑
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
と
の
専
門
家
の
説
が

提
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
じ
渤
海
湾
に
お
け
る
河
北
省
秦
皇
島
に
も
始
皇
帝
の
禁
苑

が
発
見
さ
れ
た
の
で
、
秦
皇
島
と
萌
盧
島
と
い
う
両
地
に
位
置
す
る
禁
苑
が
あ
っ

た
の
は
発
掘
に
よ
っ
て
す
で
に
確
実
に
な
っ
て
い
る
。

　
も
う
一
つ
は
、
旧
韓
趙
魏
の
禁
苑
も
旧
楚
・
呉
越
地
と
似
た
よ
う
な
現
状
に
あ

る
。
例
え
ば
、
始
皇
帝
が
巡
幸
の
途
中
客
死
し
た
「
沙
丘
」
は
龍
山
岡
秦
簡
に
は
っ

き
り
「
沙
丘
苑
」
と
記
さ
れ
、
ま
た
睡
虎
地
秦
簡
に
も
登
場
す
る
「
河
禁
」
が
禁

苑
か
ど
う
か
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
「
河
禁
」
は
龍
］
岡
秦
簡
に
も
み
え
、
し
か
も

「宅
禁
苑
」
と
い
う
禁
苑
律
（
令
）
と
並
べ
て
発
見
さ
れ
、
や
は
り
黄
河
流
域
に
設

置

さ
れ
た
禁
苑
で
あ
る
と
判
断
で
き
た
。

　
江
南
地
方
に
お
け
る
旧
楚
・
呉
越
地
の
禁
苑
は
史
書
以
外
に
も
記
事
が
少
な
く

な
い
。
例
え
ば
『
越
絶
書
』
巻
9
に
始
皇
帝
が
3
7
年
の
巡
幸
し
た
と
き
、
「
更
名

大
越

日
山
陰
」
と
記
し
て
、
そ
の
「
大
越
」
は
越
王
の
勾
践
と
大
臣
の
萢
姦
が
造
っ

た
大
越
城
、
す
な
わ
ち
「
姦
城
」
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
始
皇
帝
が
当
時
「
上
会

稽
、
祭
大
禺
」
（
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
）
し
た
の
は
こ
の
「
姦
城
」
で
祭
り
し
た
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が
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
『
墨
子
』
明
鬼
に

「楚
之
有
雲
夢
（
苑
）
也
。
此
男
女
之
所
属
而
観
也
」
と
あ
る
が
、
「
雲
夢
（
苑
）
」

の

場
所
は

全
く
確
定
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
龍
］
岡
秦
簡
に
「
雲
夢
禁
中
」
と

あ
り
、
張
家
山
漢
簡
「
津
関
令
」
に
「
雲
夢
附
責
園
一
所
在
胸
忍
界
中
」
と
書
か

れ
て

い

る
出
土
文
字
資
料
が
発
見
さ
れ
た
。
竹
簡
の
出
土
地
と
そ
の
釈
文
と
を
合

わ
せ
て
、
雲
夢
禁
苑
の
場
所
は
今
日
の
雲
夢
県
楚
王
城
遺
跡
で
あ
ろ
う
。
楚
王
城

の

構
造
は

発
掘
に
よ
り
大
分
が
解
明
し
て
の
で
、
次
に
そ
の
デ
ー
タ
や
雲
夢
睡
虎

地
秦
簡
と
龍
］
岡
秦
簡
の
律
文
と
あ
わ
せ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

　

2
、
楚
王
城
遺
跡
と
雲
夢
秦
簡
に
み
る
禁
苑
の
構
造

　
龍
四
岡
秦
律
は
統
一
秦
王
（
皇
）
朝
の
律
令
で
あ
る
の
で
、
そ
こ
に
み
る
禁
苑
に
か

か

わ
る
も
の
は
当
時
、
全
国
に
も
通
用
す
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
戦
国
秦
の
律

令
と
し
て
の
睡
虎
地
秦
簡
に
も
禁
苑
の
律
令
で
あ
り
、
秦
王
（
皇
）
朝
お
け
る
禁

苑
の
前
身
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
両
秦
簡
の
禁
苑
の
律
令
に
よ
っ

て

当
時
の
禁
苑
構
造
を
復
元
で
き
る
と
考
え
る
。

　
秦
律
の
一
つ
の
特
徴
は
現
代
人
で
あ
る
我
々
を
も
驚
か
せ
る
そ
の
厳
密
性
で
あ

り
、
特
に
皇
室
に
関
わ
る
龍
口
岡
秦
簡
の
よ
う
な
禁
苑
に
関
す
る
禁
律
は
そ
の
特
徴

が

よ
く
み
ら
れ
る
。
禁
苑
の
内
部
に
あ
た
る
内
側
禁
律
が
あ
り
、
禁
苑
の
外
側
に

当
て
は
ま
る
禁
律
も
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
禁
苑
を
囲
む
垣
に
関
わ
る
律

も
ま
た
あ
る
。
そ
れ
ら
の
諸
律
に
よ
っ
て
筆
者
は
当
時
の
禁
苑
の
空
間
構
造
を
検

討
し
た
い
。

　
先

ず
、
禁
苑
内
部
構
造
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
簡
2
3
「
殴
入
禁
苑
中
、
勿
敢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

檀
殺
。
檀
殺
者
辺
」
に
、
も
し
動
物
が
追
わ
れ
て
禁
苑
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、

敢
え
て
殺
し
て
は
な
ら
な
い
と
あ
る
。
簡
3
8
「
諸
取
禁
苑
中
柞
・
械
・
播
・
楢
・

産
葉
及
皮
口
」
と
の
よ
う
な
に
禁
苑
の
な
か
で
木
や
木
の
葉
な
ど
を
取
っ
て
は
い

け
な
い
律
令
が
あ
る
。
簡
1
5
の
「
從
皇
帝
而
行
、
及
舎
禁
苑
中
者
、
皆
（
？
）

口
口
口
口
口

口
」
の
律
文
は
皇
帝
の
伴
を
し
た
官
僚
や
役
人
た
ち
は
ど
の
よ
う
に

禁
苑
中
で
泊
ま
る
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。
簡
2
3
の
動
物
律
と
簡
3
8
の
植
物
律

は
禁
苑
中
に
動
物
園
や
植
物
園
と
み
ら
れ
る
圃
が
あ
る
文
献
記
録
に
有
力
な
左
証

と
な
り
、
簡
1
5
の
皇
帝
と
官
吏
が
禁
苑
中
に
泊
ま
る
律
に
よ
る
と
、
禁
苑
中
に

は
皇
帝
が
泊
ま
る
離
宮
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
官
僚
ま
た
は
世
話
人
た
ち
が
泊
ま

る
場
所
も
設
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
律
と
、
筆
者
の
実
地
調
査
で
確
認
し
た
楚
王

城
遺
跡

に
あ
る
6
つ
の
井
戸
が
集
中
し
て
い
る
井
戸
群
趾
（
集
団
的
な
人
間
、
ま

た
家
畜
の
給
水
す
る
場
所
）
、
の
こ
と
と
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
や
は
り
禁
苑
の
中

の
皇
帝
の
随
行
人
員
が
泊
ま
る
施
設
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
次
に
、
禁
苑
の
外
側
に
は
『
延
喜
…
式
』
に
も
登
場
す
る
「
填
」
と
い
う
隔
離
地
帯

が
設
置
さ
れ
て
あ
る
。
こ
れ
は
、
簡
2
7
の
「
諸
禁
苑
為
栗
（
填
）
、
去
苑
冊
里
、

禁
母
敢
取
栗
（
填
）
中
獣
、
取
者
其
罪
與
盗
禁
中
［
同
」
口
」
に
み
る
禁
苑
外
に

設
置
す
る
填
と
い
う
隔
離
地
帯
に
か
ん
す
る
律
令
が
詳
し
く
示
し
て
い
る
。
簡
3

0
に
「
時
來
鳥
、
黙
首
其
欲
ざ
射
奥
獣
者
勿
禁
。
辺
」
と
は
、
渡
り
鳥
が
飛
来
す

る
季
節
な
ら
、
黙
首
が
禁
苑
周
辺
の
填
地
で
鳥
獣
を
射
よ
う
と
し
た
場
合
、
禁
じ

て

は

な
ら
な
い
と
い
う
律
令
で
あ
る
。
ま
た
、
簡
1
8
に
「
城
旦
春
其
追
盗
賊
・

亡

人
、
追
盗
賊
・
亡
人
出
入
禁
苑
奥
（
？
）
者
得
」
口
辺
」
と
あ
り
、
そ
の
律
に

城
旦
春
の
盗
賊
・
亡
人
を
追
跡
す
る
者
は
、
盗
賊
・
亡
人
を
追
う
た
め
、
禁
苑
の



填
地

に
進
出
す
れ
ば
（
～
を
し
）
得
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
簡
2
8
に
「
諸
禁

苑
有
奥
（
填
）
者
、
口
去
莫
（
填
）
廿
里
母
敢
毎
殺
口
…
敢
毎
殺
…
口
」
と
あ
り
、

禁
苑
は
、
填
地
を
置
い
て
填
か
ら
外
二
〇
里
で
は
、
軽
率
に
獣
を
殺
し
て
は
い
け

な
い
と
い
う
律
令
で
あ
る
。
「
填
」
と
は
禁
苑
の
外
側
に
設
け
る
警
備
地
帯
で
あ

る
が
、
禁
苑
の
外
側
に
ま
た
濠
が
あ
る
こ
と
は
簡
1
の
「
諸
段
（
假
）
両
雲
夢
池

魚
（
漁
）
及
有
到
雲
夢
禁
中
者
、
得
取
灌
（
？
）
口
口
口
口
（
お
よ
そ
両
雲
夢
官

の
池

を
借
り
て
漁
業
を
行
い
、
及
び
雲
夢
の
禁
中
に
到
る
者
で
あ
れ
ば
、
…
…
灌

木
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
）
」
と
い
う
律
に
み
る
「
池
」
と
は
、
『
孟
子
』
に
あ
る

城
の

「
池
」
に
当
て
は
ま
る
だ
け
で
は
な
く
、
今
日
の
楚
王
城
遺
跡
に
城
壁
を
囲

う
濠
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。

　
ま
た
、
禁
苑
に
は
城
壁
が
あ
る
こ
と
は
龍
］
岡
秦
簡
も
睡
虎
地
秦
簡
に
も
示
し
て

い

る
。
例
え
ば
簡
2
の
「
賓
（
曹
ハ
）
出
入
及
母
（
無
）
符
傳
而
閑
入
門
者
、
斬
其

男
子
左
趾
、
口
女
【
子
】
口
」
と
は
城
壁
の
水
道
で
出
入
し
及
び
割
り
符
を
持
っ

て

な
け
れ
ば
門
に
閑
入
す
れ
ば
、
そ
の
男
子
は
左
趾
を
切
り
、
女
子
…
と
い
う
律

令
で
あ
る
。
簡
3
9
に
「
禁
苑
薔
夫
・
吏
藪
循
行
、
垣
有
壊
決
獣
道
出
、
及
見
獣

出
在
外
、
亟
告
縣
。
」
と
あ
り
、
禁
苑
薔
夫
や
吏
は
、
し
ば
し
ば
禁
苑
を
見
回
り
、

垣
柵
が
壊
れ
て

禁
苑
の
動
物
が
苑
外
に
出
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
場
合
、
急
い
で

県
に
知
ら
せ
な
さ
い
と
い
う
律
令
で
あ
る
。
ま
た
、
禁
苑
の
城
門
を
出
入
り
す
る

為
の
符
伝
（
割
符
）
に
関
わ
る
律
令
も
多
く
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
簡
4
に
「
詐

（詐
）
偽
・
假
人
符
傳
及
譲
人
符
傳
者
、
皆
與
閑
入
門
同
罪
。
」
と
あ
り
、
詐
偽
を

し
て
人
に
割
符
を
貸
し
て
も
ら
っ
た
り
、
他
人
に
割
符
を
譲
っ
た
り
す
れ
ば
、
み

な
門
に
閑
入
す
る
罪
と
同
じ
に
な
る
律
令
で
あ
る
。
禁
苑
を
囲
む
城
壁
に
対
す
る

警
備
や
パ
ト
ロ
ー
ル
、
ま
た
禁
苑
の
出
入
口
で
の
符
伝
検
問
制
な
ど
複
雑
な
律
令

に
よ
っ
て
、
禁
苑
を
守
る
た
め
の
複
数
の
空
間
警
備
施
設
を
設
け
て
い
た
こ
と
が

わ

か
る
。

　
つ
ま
り
、
秦
の
禁
苑
律
の
厳
密
さ
は
秦
王
（
皇
）
朝
に
お
け
る
禁
苑
の
禁
中
や

填
と
濠
や
城
壁
と
門
な
ど
空
簡
構
造
の
複
雑
性
を
反
映
し
て
い
る
の
で
、
わ
れ
わ

れ
が
当
時
の
禁
苑
の
構
造
を
復
元
で
き
る
手
が
か
り
と
な
る
。

　
3
、
禁
苑
に
お
け
る
祭
祀
・
狩
猟
・
財
政
の
三
大
機
能

　
本
稿
で
は

す
で
に
古
代
に
お
け
る
帝
王
の
ま
つ
り
ご
と
と
い
う
祭
祀
、
特
に
巡

幸
先
で
行
う
祭
り
の
場
所
と
な
る
禁
苑
の
変
遷
と
禁
苑
の
構
造
を
論
じ
て
き
た
。

最
後
に
禁
苑
の
性
格
に
言
及
し
、
そ
れ
を
祭
祀
・
狩
猟
・
財
政
の
三
大
機
能
と
し

て

述

べ
よ
う
。

　
ま
ず
、
古
代
禁
苑
の
祭
祀
機
能
に
つ
い
て
は
、
「
禁
」
と
「
苑
」
と
い
う
文
字
の

本
義
か
ら
考
え
よ
う
。
「
禁
」
は
、
そ
も
そ
も
神
を
祀
る
聖
所
と
い
う
場
所
を
指
す

字
で
あ
る
。
『
爾
雅
』
釈
詰
に
「
林
は
君
な
り
」
と
あ
り
、
林
に
神
の
意
が
あ
る
。

「禁
」
と
は
林
＋
示
、
示
は
神
様
を
祀
る
祭
卓
で
あ
る
形
の
意
味
で
あ
り
、
神
の
聖

域
の
意
味
で
あ
る
。
「
苑
」
は
植
物
園
の
役
割
は
植
物
神
を
祭
る
意
味
が
あ
る
。
龍

山岡
秦
簡
に
十
数
種
類
の
樹
木
が
み
ら
れ
る
。
古
典
文
献
に
「
園
」
「
細
柳
観
」
「
白

楊
観
」
「
葡
萄
宮
」
「
竹
圃
」
「
柘
観
」
「
某
梨
宮
」
「
植
物
簿
」
な
ど
が
よ
く
み
え

る
。
ま
た
「
台
」
は
自
然
神
へ
の
祭
祀
場
所
で
あ
り
、
特
に
名
山
大
水
に
あ
た
る

禁
苑
、
例
え
ば
泰
山
・
碍
石
・
雲
夢
・
娘
邪
な
ど
で
は
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
（
楚
王
城
遺
跡
に
も
台
趾
が
何
か
所
も
み
つ
け
た
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



　
前
文
で
古
代
帝
王
は
巡
狩
す
る
際
の
祭
祀
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、
こ
こ
で
は
文

献

と
出
土
文
字
を
合
わ
せ
て
帝
王
の
禁
苑
で
の
祭
祀
機
能
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

『史
記
』
秦
始
皇
本
紀
に
「
三
十
七
年
十
月
癸
丑
、
始
皇
出
游
。
左
丞
相
斯
從
、
右

丞
相
去
疾
守
。
少
子
胡
亥
愛
慕
請
從
、
上
許
之
。
十
一
月
、
行
至
雲
夢
、
望
祀
虞

舜
於
九
疑
山
。
」
と
あ
り
、
龍
山
岡
秦
簡
に
み
る
「
雲
夢
」
の
出
土
文
字
と
比
べ
て
わ

か
っ

た
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
「
雲
夢
」
と
は
「
雲
夢
禁
中
」
で
あ
る
の
で
、
こ
れ

は
秦
の
始
皇
帝
が
雲
夢
禁
苑
で
「
望
祀
」
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
『
史

記
』
李
斯
列
伝
に
「
二
世
驚
、
自
以
爲
惑
、
乃
召
太
卜
、
令
卦
之
、
太
卜
日
『
陛

下
春
秋
郊
祀
、
奉
宗
廟
鬼
神
、
齋
戒
不
明
、
故
至
干
此
。
可
依
盛
徳
而
明
齋
戒
。
』

於
是
乃
入
上
林
齋
戒
。
」
と
あ
り
、
同
じ
秦
の
二
世
は
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
に

「
心
不
樂
、
怪
問
占
夢
。
卜
日
「
淫
水
爲
崇
。
」
二
世
乃
齋
於
望
夷
宮
、
欲
祠
淫
、

沈
四
白
馬
。
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
皇
帝
が
上
林
苑
で
斎
戒
す
る
例
で
あ
る
。
斎
戒
と

は

物
忌
み
の
意
味
で
あ
り
、
『
孟
子
』
離
婁
に
「
悪
人
有
り
と
難
も
、
斎
戒
沐
浴
せ

ば
、
即
ち
以
て
上
帝
を
祀
る
べ
し
。
」
と
あ
る
。
斎
戒
は
祭
り
式
前
に
必
ず
行
う

準
備
で
あ
り
、
普
段
は
禁
苑
の
宮
殿
で
斎
戒
し
て
か
ら
、
禁
苑
の
台
な
ど
で
祭
祀

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
『
漢
書
』
昭
帝
紀
に
「
（
始
元
）
六
年
春
正
月
、
上
耕
干
上

林
。
」
と
あ
り
、
「
耕
」
と
は
お
正
月
に
禁
苑
で
の
祭
り
だ
ろ
う
。

　
次
に
、
古
代
禁
苑
の
狩
猟
機
能
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
古
典
文
献
に
は
狩
猟
に

関
す
る
記
述
は
だ
い
た
い
祭
祀
の
た
め
に
行
わ
れ
る
こ
と
と
記
述
し
た
。
『
爾
雅
』

釈
天
に

「春
猟
を
蒐
、
夏
猟
を
苗
、
秋
猟
を
禰
、
冬
猟
を
狩
す
」
と
い
う
と
な
る
。

狩
猟
で
捕
っ
た
動
物
が
「
囹
」
に
囲
い
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
圃
は
猟
と
直
接

に
か
か
わ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
『
説
文
解
字
』
に
圃
と
は
「
苑
（
そ
の
）
に
垣
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

る
な
り
」
と
あ
り
、
⊃
に
曰
く
、
禽
獣
に
は
圃
と
日
ふ
」
と
い
う
。
籍
文
と
し

て
、
田
形
の
中
に
四
木
を
加
え
た
形
の
も
の
が
あ
る
。
金
文
の
「
諌
」
に
「
併
せ

て

王
の
宥
（
圃
）
を
飼
（
を
さ
）
め
し
む
」
と
あ
っ
て
王
室
の
苑
圃
の
意
で
あ
る

（
『字
通
』
よ
り
）
。
『
周
礼
』
地
官
に
圃
人
の
職
が
み
ら
れ
る
。
漢
代
上
林
苑
で
は

「
上
林
詔
獄
」
と
い
う
職
が
あ
り
、
顔
師
古
に
「
『
漢
旧
儀
』
云
上
林
詔
獄
主
治
苑

中
禽
獣
宮
館
事
、
属
水
衡
。
」
と
解
釈
し
た
。

　
『
史
記
』
張
釈
之
伝
に
「
繹
之
從
行
、
登
虎
圏
。
上
間
上
林
尉
諸
禽
獣
簿
、
十

除
問
、
尉
左
右
視
、
蓋
不
能
封
。
虎
圏
薔
夫
從
妾
代
尉
封
上
所
問
禽
獣
簿
甚
悉
、

欲
以
観
其
能
口
封
響
鷹
無
窮
者
。
」
と
あ
る
。
上
林
苑
に
「
虎
圏
」
の
よ
う
な
動

物
の
圏
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
動
物
は
み
な
「
禽
獣
簿
」
に
載
せ
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
つ
ま
り
、
固
は
禽
獣
を
養
う
か
こ
い
で
あ
り
、
林
や
池
、
鳥
獣
を
放
し
飼
い

に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
日
の
動
物
園
の
よ
う
な
場
所
で
あ
る
が
、
厳
密
に
い

う
と
、
狩
猟
で
き
る
野
生
動
物
園
で
あ
る
。
禁
苑
で
狩
猟
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の

記
述

は
古
典
文
献
に
は
よ
く
み
ら
れ
る
。

　
『
史
記
』
候
幸
列
伝
に
「
江
都
王
が
入
朝
し
た
と
き
、
王
は
詔
に
よ
っ
て
主
上
に

従
い
上
林
苑
中
で
狩
猟
し
た
。
道
は
通
行
止
め
と
な
っ
た
が
、
天
子
の
車
は
ま
だ

出
発
せ
ず
、
ま
ず
婿
が
副
車
に
乗
り
、
数
十
百
騎
を
従
え
駆
け
ま
わ
っ
て
、
獣
の

有
無
を
検
分
し
た
。
（
江
都
王
入
朝
、
有
詔
得
從
入
猟
上
林
中
。
天
子
車
駕
躍
道
未

行
、
而
先
使
婿
乗
副
車
、
從
藪
十
百
騎
、
驚
馳
視
獣
。
）
」
と
あ
る
。
こ
れ
だ
け
で

は
な
く
、
秦
簡
に
は
禁
苑
の
填
地
に
は
皇
室
の
狩
猟
場
は
設
け
ら
れ
る
こ
と
は
確

実
で

あ
る
。
古
典
文
献
に
は
禁
苑
に
は
「
槍
池
」
「
太
液
池
」
の
よ
う
な
水
族
館

や

「虎
圏
」
以
外
に
「
狼
圏
」
「
走
馬
観
」
「
蚕
観
」
「
白
鹿
観
」
「
兎
園
」
「
鹿
台
」



「犬
台
」
な
ど
の
記
述
が
あ
る
。

　
古
来
、
狩
猟
と
は
軍
事
訓
練
と
も
い
え
る
。
武
帝
時
代
の
昆
明
池
の
水
軍
訓
練

を
行
っ
た
。

　
『
史
記
』
に
「
上
林
既
充
満
、
益
廣
。
是
時
越
欲
與
漢
用
船
戦
逐
、
乃
大
修
昆
明

池
、
列
観
環
之
。
治
棲
船
、
高
十
飴
丈
，
旗
幟
加
其
上
、
甚
壮
。
」
と
あ
り
、
『
索

隠
」
に
「
蓋
始
穿
昆
明
池
、
欲
與
漬
王
戦
、
今
乃
更
大
修
之
、
将
與
南
越
呂
嘉
戦

逐
、
故
作
棲
船
、
於
是
楊
僕
有
将
軍
之
號
。
又
下
云
『
因
南
方
棲
船
卒
二
十
鹸
萬

撃
南
越
』
也
。
」
と
解
釈
し
た
。
『
三
輔
黄
図
』
に
も
「
昆
明
池
周
四
十
里
、
以
習

水
戦
」
と
記
述
し
た
。

　
最
後
に
禁
苑
の
財
政
機
能
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。
古
代
に
お
け
る
王
室
の
禁
苑

に
お
け
る
土
地
・
川
沢
・
林
木
・
牧
畜
な
ど
は
、
国
家
財
政
と
異
な
り
、
「
少
府
」

の
管
理
に
よ
っ
て
朝
廷
財
政
と
す
る
。

　
段
紺
王
の

鹿
台
に
は
「
銭
」
蔵
が
あ
り
、
歴
代
の
禁
苑
に
は
地
方
や
外
国
か
ら

の
貢
品
を
保
存
す
る
場
所
が
あ
る
。
各
園
・
圃
・
圃
・
池
・
厩
の
植
動
物
な
ど
は

王
室
の
財
政
源

と
な
る
。
漢
代
、
禁
苑
の
一
部
の
土
地
を
庶
民
に
貸
し
出
し
、
財

政
源
と
な
っ
た
。
武
帝
期
に
は
こ
の
収
入
は
対
旬
奴
戦
争
の
資
金
と
な
っ
て
い
た
。

　
武
帝
の

と
き
、
「
上
林
財
物
衆
、
乃
令
水
衡
主
上
林
。
」
（
『
漢
書
」
食
貨
志
）
と

あ
り
、
上
林
苑
に
「
財
物
」
が
多
か
っ
た
の
で
、
そ
こ
で
財
政
管
理
す
る
役
人
が

多
か
っ
た
。
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
に
「
水
衡
都
尉
、
武
帝
元
鼎
二
年
初
置
、
掌
上

林
苑
、
有
五
丞
。
属
官
有
上
林
・
均
輸
・
御
差
・
禁
圃
・
輯
濯
・
鍾
官
・
技
巧
・

六

厩
・
辮
銅
九
官
令
丞
。
又
衡
官
・
水
司
空
・
都
水
・
農
倉
、
又
甘
泉
上
林
・
都

水
七
官
長
丞
皆
属
焉
。
上
林
有
八
丞
・
十
二
尉
・
均
輸
四
丞
・
御
差
両
丞
・
都
水

三

丞
・
禁
圃
両
尉
・
甘
泉
上
林
四
丞
。
成
帝
建
始
二
年
、
省
技
巧
・
六
厩
官
。
王

葬
改
水
衡
都
尉
日
予
虞
。
初
、
御
差
・
上
林
・
衡
官
及
鋳
銭
皆
属
少
府
。
」
と
記
述

し
た
よ
う
に
、
財
産
の
管
理
職
名
は
も
ろ
も
ろ
あ
っ
た
。
当
時
、
禁
苑
の
財
政
は

国
の
財
政
と
別
に
、
す
べ
て
王
室
の
財
政
で
あ
る
。
上
林
苑
で
は
一
時
的
に
貨
幣

を
造
る
特
権
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
『
漢
書
』
食
貨
志
に
「
於
是
悉
禁
郡
國
母
鋳

銭
、
專
令
上
林
三
官
鋳
。
銭
既
多
、
而
令
天
下
非
三
官
銭
不
得
行
、
諸
郡
國
前
所

鋳
銭
皆
廃
錆
之
、
輸
入
其
銅
三
官
。
」
と
あ
る
。
禁
苑
に
集
ま
る
財
産
は
彪
大
な
朝

廷
政
治
を
動
か
る
重
要
な
財
源
で
あ
る
。

お

わ
り
に

　
本
稿
で
は
古
代
帝
王
の
巡
幸
か
ら
始
皇
帝
の
禁
苑
ま
で
を
通
考
し
、
通
説
の
遊

び
場

に
反
し
、
禁
苑
と
は
秦
王
（
皇
）
朝
の
独
特
な
中
央
朝
廷
の
近
畿
ま
た
は
地

方
に
設
置
す
る
政
治
拠
点
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
れ
は
全
国
を
統
一
し
た
ば
か

り
の
始
皇
帝
が
征
服
し
た
旧
六
国
民
を
う
ま
く
支
配
し
た
措
置
の
一
つ
と
い
う
新

し
い
「
禁
苑
」
概
念
を
結
ん
だ
。
古
代
に
お
け
る
禁
苑
は
祭
祀
と
い
う
最
も
重
要

な
役
割
が
あ
り
、
軍
事
訓
練
も
含
め
て
狩
猟
す
る
場
所
で
あ
り
、
ま
た
国
家
の
財

政

と
異
な
る
朝
廷
の
重
要
財
源
で
あ
っ
た
と
い
う
特
質
を
解
明
し
、
禁
苑
が
古
代

帝
国
の
大
切
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
実
像
を
明
ら
に
し
た
。

1
　
白
川
　
静
氏
『
象
形
文
字
の
論
理
」
（
『
白
川
静
著
作
集
1
』
）
を
参
照
。

2
　
■
湖
北
孝
感
地
区
両
処
古
城
遺
趾
調
査
簡
報
」
（
1
9
8
4
年
の
発
掘
簡
報
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



三
〇

3

（
『
考
古
』
1
9
9
1
年
第
1
期
）
。

『孟
子
』
公
孫
丑
下
に
■
城
非
不
高
也
、
池
非
不
深
也
、
兵
革
非
不
堅
利
也
。
」

と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（山
口
大
学
人
文
学
部
教
授
）


